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Ⅰ  温水プール整備事業の概要  

１  整備事業策定の目的 

本町では、小山町スポーツ振興条例に基づき、令和４年３月に町民の心身の

健全な発達及び明るく豊かな町民生活の向上に寄与することを目的とした、

「小山町スポーツ振興基本計画を策定」し、施策３－３「スポーツ施設の整

備・活用」において、新たな施設の整備を検討することとしています。 

現在、本町には各小学校に５つのプール（以下「既存プール」という。）が設置され

ており、主に水泳の授業に活用されています。既存プールは既に設置から数十年が経

過していることから、経年劣化による腐食や雨漏り、機械設備の老朽化による故障な

どが発生しています。町では応急的な維持修繕等の対応を講じてはいるものの、耐用

年数経過に伴い建替え等の抜本的な改善が課題となっています。また、すべてが屋

外プールであることから、利用は天候に左右されます。近年では、雨天や水温

が低い時だけでなく、雷注意報や熱中症警戒アラートが発生された時にもプー

ルが使用できません。このため、小学校の水泳授業の実施率は計画の半分以下

となっています。さらに、学校における働き方改革の観点から、外部指導員の

補助による安全で専門的な水泳指導の実施や、水質検査や清掃など日常的な施

設管理業務による教員等の負担軽減も課題となっています。 

次に、町では「町民の運動の習慣化」が大きな課題となっています。令和４

年の小山町民のお達者年齢(平均自立期間)は、県内 35 市町中、男性が 27 位、

女性が 4位となっています。また、令和３年度特定健診結果における県内 94保

険者との比較では、国民健康保険に加入している町民の肥満者の割合は男性が1

位、女性が 5 位となっており、肥満対策が急務となっています。こうした中、

令和６年度の町民意識調査において「町民が主体的に健康づくりに取り組んで

いる」と回答した町民の割合は47％（R7年の目標55％)となっています。つま

り、小山町は運動など健康づくりの習慣を持つ町民が少ないため肥満者やメタ

ボリックシンドロームの方も多くなり、この結果、町民が健康でいられる期間

も短くなっているものと考えられます。一方、同調査で「町民が気軽にスポー

ツを楽しめる環境が整っている」と回答する町民の割合は 38％（R7 年の目標

50％)と低く、スポーツ環境が整っていないことが町民の運動習慣が少ないこと

の一因となっているものと思われます。 

そこで町では、5 つの小学校プールを 1 つの屋内温水プール（以下「温水プー

ル」という。）として整備することで、天候に左右されない水泳授業の実施と維

持管理の効率化を図るとともに、学校のみの利用であったプールを町民の皆様も

利用できる施設とすることで、町内のスポーツ環境を充実させ、町民の健康づく
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りを推進することを目指していきます。また、温水プールは町民の新しい交流

拠点になり得ることも期待できます。 

本基本計画では、既存プールの利用状況を踏まえた上で、子どもから高齢者、

障がいのある方など誰もが利用しやすい施設機能を検討し、適正な整備計画や

管理運営方式等をまとめます。 

 

2  温水プール設置の必要性について 

① プールのニーズ 

 ア 学校授業での活用 

   天候に左右されず、必要な回数の水泳授業を行える施設が町内に必要です。 

・【現状】計画授業数 5校計 357回に対し実施授業数 5校計 154回 

   ・【今後】各クラス年 6回の水泳授業を行うとした場合、5校計 216回 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

成美 6 6 6 6 6 6 36 

明倫 6 6 6 6 6 6 36 

足柄 6 6 6 6 6 6 36 

北郷 12 12 12 12 12 12 72 

須走 6 6 6 6 6 6 36 

計 36 36 36 36 36 36 216 

 

 イ 教員の負担軽減 

近年、多忙な労働環境の改善など教員の働き方改革が社会的課題となってい

ます。教員が多忙であることの一因は、プールの維持管理など教育以外の業務

が多いことにあります。学校外のプールを活用することで、こうした教員の負

担軽減につなげることができます。 

また、水泳授業の目的の 1 つは水泳技術の習得ですが、近年ではより高度な

技術を習得させるために外部指導員による水泳指導を取り入れ、教員を支援す

る自治体も増えてきました。 

 

 ウ 町民の健康増進 

先に述べたとおり、町では町民の運動習慣が少ないことによる肥満やメタボ

リックシンドローム対策が喫緊の課題となっています。厚生労働省が公表した

｢健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023｣においても、歩行又はそれ

と同等以上の｢身体活動｣を成人は 1日 60分以上、高齢者は 1日 40分以上行う

ことが推奨されています。｢身体活動｣の強度は｢メッツ｣という単位で表されま



3 
 

す。1 時間のウォーキングは 3 メッツであるため、成人は 1 日 3 メッツ以上の

運動が推奨されていることになります。このとき、水中歩行が 4.5 メッツ、水

泳が 6 メッツであるため、プールの方が効率的に必要な運動を行うことができ

ます。 

また他のスポーツにはないプールの効用として、｢浮力｣｢抵抗｣｢水圧｣｢水温｣

の 4 つが上げられます。まず、水中では浮力の影響で重力に逆らうことなく楽

に運動ができるため、筋肉・関節の負担が少なく運動できます。水の中に浮く

ことによるリラクゼーション効果で、自律神経のバランスを保つこともできま

す。次に、水の抵抗が効果的な負荷になるため、陸上よりも大きな運動強度を

得ることができます。また、水圧が体表面の静脈や毛細血管を圧迫し、心臓・

肺への血液の戻りを楽にするため、心肺機能が高まります。さらに、水に奪わ

れた体温を保とうとする生理機能が働き、身体が激しくエネルギーを燃焼させ

るので運動効率が高まります。 

以上により、プールを活用した町民の日常的な運動習慣を確保するため、天

候に左右されず、一年を通じて高齢者、障がいのある方など誰もが利用しやす

いプール施設が必要です。 

 

② プールに必要な機能の検討 

 ア 屋内温水プール 

・天候に左右されず一年を通じて水泳授業、水泳、ウォーキングができること 

・若年層や高齢者等の交通弱者のため、公共交通機関で来場できる位置にある 

こと 

 イ プール 

・学校授業で活用するためには 1 クラスにつき 25m プール 1～２レーンがあ

ること 

・小学校低学年の利用者のため低水深層プール又は水深調整台(プールフロア)

があること 

ウ 歩行用プール 

 ・町民の健康増進のため、水中ウォーキングのコースの設定があること 

 ・利用者のスピードの違いに配慮し、２コースの設置が理想 
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エ サウナ(採暖室) 

 ・採暖室の設置に当たり、多くの町民の利用が見込めるサウナを設置 

 ・サウナに合わせて水風呂(アイスバス)を設置 

  【サウナの身体効果(公益社団法人日本サウナスパ協会ＨＰより)】 

   ・酸素摂取をよくして疲労回復 

   ・温度刺激でストレス解消 

   ・血管が拡張して血圧低下 

   ・血行促進で肩こり解消 

   ・減量効果 等 

 

オ 幼児用プール 

 ・就学前の幼児の水遊びができること 

 

③ 近隣のプール施設との比較による町営温水プールの必要性の検討 

町がプールに求める機能が、町営プールを建設することなく近隣施設でカバー

できるかどうか、次頁のとおり検討を行いました。 

まず、屋内温水プールは近隣に 3 施設ありますが、公共交通を使用した場合、

須走地域からではどの施設に行くにも片道 50 分以上となり自家用車のない町民

の利用が困難です。このことは、未成年者や高齢者の日常的な利用を考える上で

は大きな課題です。 

次に学校利用についてです。町立学校の水泳授業は町内で行われるべきもので

あり、町外での実施は避けるべきです。仮に町外で実施する場合、水泳授業の受

入れが可能なのはイトマンスイミングと東富士スイミングの 2 つですが、乗降、

着替えを含む移動時間だけで 60分～76分かかります。水泳授業は 2時限（計 90

分間)と休憩時間の 20分間を合わせた 110分間での実施を想定していますが、成

美小学校からはどちらの施設にも移動で 70 分以上を要することから、授業時間

(45分)を含めると 115分となり、予定時間をオーバーしてしまいます。 

以上より、一般町民利用、学校利用ともに近隣施設では町民のニーズを充足で

きず、町営温水プールの建設が必要と判定しました。 
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【近隣プールの利用条件】 

必要な機能 ふれあいプール玉穂 イトマンスイミング 東富士スイミング 

プールの種類 屋内温水 屋内温水 屋内温水 

利用料金 
大人 500円/回 

子供 300円/回 

7,700円～ 

8,250円/月 

6,910円～8,250円/月 

※町民受入れ可 500円/回 

公共交通 

アクセス 

（片道） 

成美 55分(バス) 25分(バス) 50分(バス) 

明倫 47分(バス) 22分(バス) 42分(バス) 

足柄 40分(電車＋バス) 47分(電車＋バス) 41分(電車＋バス) 

北郷 45分(バス) 40分(バス) 50分(バス) 

須走 55分(バス) 60分(バス) 50分(バス) 

25ｍプール ７レーン ６レーン ６レーン 

歩行用プール １コース 無 無 

サウナ 有 無 無 

幼児用プール 有 無 無 

ウォータースライダー 有 無 無 

水

泳

授

業 

受入れ 受入れ不可能 
受入れ可能 

外部指導員対応可 

受入れ可能 

外部指導員対応可 

委託料 ― 年間 8,437千円 年間 11,039千円 

移

動

時

間 

 

成美 70分 70分 74分 

明倫 64分 70分 70分 

足柄 70分 60分 76分 

北郷 60分 60分 60分 

須走 60分 70分 68分 

    （注） 

１ 利用条件は各プールへの聞き取りによる。 

２ 「公共交通アクセス」の起点は次のとおりとし、バスの乗り換え時間(20分)を含む 

        成美：小山町役場、明倫：明倫小学校、足柄：足柄駅、北郷：北郷支所、須走：須走支所 

      ３ 水泳授業の移動時間：バスでの往復時間＋乗降(10分)＋着替え(20分) 

      ４ 水泳授業委託料は児童数８３９人(R6.12月現在）、回数６回、指導日数５１日とする。 

※イトマンスイミング：児童１人＝1,500円・指導員 3人＝7,500円 

※東富士スイミング ：児童 1人＝1,700円（送迎・指導員含） 
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④ 町営温水プール整備等にかかる費用の検討 

 ア イニシャルコスト 

プールの建設費用は概算で本体建設費が１０億４千万円、周辺の道路工事等

を含めると 15 億 4 千 8 百万円かかります。なお、Ⅲ(2)アのとおり、国から

の交付金や公共施設の集約化に伴う「公共施設等適正管理推進事業債」が活用

できることから、町の負担額は総事業費の 5割程度(７億９千 5百万円)となり

ます。 

     〇プール建設費用 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 ※用地にかかる経費については、地権者との交渉中のため未計上 

イ ランニングコスト 

      既存プールのランニングコストは、維持管理費約 190 万円、清掃業務約 79

万円と修繕費がかかっていますが、大規模修繕は見送っている状況です。たと

えば足柄小学校のプールの大規模修繕には概算で 7千万円がかかります。 

    〇過去３ヵ年の維持管理費（年平均） 

学校 設置年/経過年数 薬 剤 濾過装置点検 水道料金 計 

成美 S34／65年 294千円 17千円 350千円 661千円 

明倫 H10／26年 90千円 17千円 105千円 212千円 

足柄 S47／52年 175千円 17千円 263千円 455千円 

北郷 S48／51年 173千円 17千円 82千円 272千円 

須走 S63／36年 126千円 17千円 170千円 313千円 

合計  858千円 85千円 970千円 1,913 千円 

  温水プールのランニングコストは年間 8 千 9 百万円程度が見込まれ、利用料

を近隣並みの 500 円とした場合、管理運営費から利用料収入を差し引いた町の

財政負担額は年間５千 9百万円程度となります。 

  管理運営は民間への指定管理とすることにより、民間のノウハウを活かした

運営や、水泳教室など自主事業の実施による町の財政負担額を縮減できます。 

項 目 費 用 

町道・排水路整備 ７４百万円 

用地造成費 ２６７百万円 

プール建設費 １，２０７百万円 

 うち本体建築工事      (１，０４０百万円) 

計 １，５４８百万円 

町の実質負担額 ７９５百万円 
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  小学校の水泳授業の運営に当たっては、人件費や送迎で年間 9 百万円(外部

指導員が不要な場合には 7百万円)が別途必要となります。 

〇プール管理運営費(年間稼働 300日と想定) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

〇水泳授業運営費 

区 分 項 目 金額（千円) 備 考 

歳 出 

①監視員 1,000 追加分 

②外部指導員 2,000  

③送迎委託 6,000 中型バス 

④歳出計（年間） 9,000  

 ※1クラスにつき年間 6回の水泳授業を実施する場合として試算（年 216回) 

   ⑤ 結論 

以上の検討結果から、学校利用や町民の健康増進に資するプール施設を確保す

るためには、５つの既存プールを集約し町営温水プールを設置することが必要で

す。また、プールは町民が公共交通(デマンドバス、巡回バスなど)により来場で

きる場所に作ることが求められます。 

さらに、温水プールは屋外プールに比べて維持管理費が多くかかることから、

最小限のコストで最大限の効果を発揮できるよう、施設の規模や機能は必要最低

限のものとし、民間のノウハウも活用してランニングコストが最小となるよう検

討する必要があります。 

  

区 分 項 目 金額（千円) 備 考 

歳 出 

① 人件費 52,000  

② 水道光熱費 17,000  

③ 消毒費 800  

④ 消耗品 700  

⑤ 修繕費 1,500  

⑥ 清掃・メンテナンス費 11,500  

⑦ 植栽管理 2,500  

⑧ その他 2,500 通信費ほか 

⑨ 歳出計 88,500  

歳 入 ⑩ 利用料収入 30,000 
1日 200人利用で 

利用料 500円の場合 

⑪ 町の財政負担額（年間） 58,500  
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【参考資料】既存プールの運営状況（令和６年度実績） 

① 小学校児童数（令和６年 7月 1日現在） 

  成美小 128人、明倫小 123人、足柄小 75人、北郷小 352人、須走小 186人 

 

② プール開放日数 

 6月 7月 8月 計 

成美小 3 13 0 16 

明倫小 0 13 3 16 

足柄小 2 9 0 11 

北郷小 4 14 0 18 

須走小 5 13 0 18 

合計 14 62 3 79 

  

③ 学年別プール開放日数 

成美

小 

6月 7月 8月 合計 

計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 

１年 4 1 13 4 0 0 17 5 

２年 4 1 13 5 0 0 17 6 

３年 4 1 13 5 0 0 17 6 

4年 4 1 13 5 0 0 17 6 

5年 4 1 13 5 0 0 17 6 

6年 4 1 13 5 0 0 17 6 

月計 24 6 78 29 0 0  102 35 

 

明倫

小 

6月 7月 8月 合計 

計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 

１年 4 0 6 5 2 2 12 7 

２年 4 0 6 4 0 0 10 4 

３年 4 0 6 5 0 0 10 5 

4年 4 0 6 5 0 0 10 5 

5年 4 0 6 5 0 0 10 5 

6年 4 0 6 4 1 1 11 5 

月計 24 0 36 28 3 3 63 31 
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足柄

小 

6月 7月 8月 合計 

計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 

１年 0 0 5 5 0 0 5 5 

２年 0 0 5 5 0 0 5 5 

３年 2 2 3 3 0 0 5 5 

4年 2 2 3 3 0 0 5 5 

5年 2 2 4 3 0 0 6 5 

6年 2 2 4 3 0 0 6 5 

月計 8 8 24 22 0 0 32 30 

 

北郷

小 

6月 7月 8月 合計 

計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 

１年 2 1 7 6 0 0 9 7 

２年 ２ 1 7 6 0 0 9 7 

３年 2 1 7 6 0 0 9 7 

4年 2 1 5 4 0 0 7 5 

5年 2 1 7 6 0 0 9 7 

6年 2 2 7 5 0 0 9 7 

月計 12 7 40 33 0 0 52 40 

 

須走

小 

6月 7月 8月 合計 

計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 計画授業数 授業数 

１年 5 0 13 2 0 0 18 2 

２年 5 0 13 2 0 0 18 2 

３年 5 0 13 3 0 0 18 3 

4年 5 0 13 4 0 0 18 4 

5年 5 0 13 4 0 0 18 4 

6年 5 1 13 2 0 0 18 3 

月計 30 1 78 17 0 0 108 18 

 ※計画日数に対し実施日数が減少した主な理由 

  ・雨天や熱中症アラート発生 

  ・水温、気温が低かったため 
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Ⅱ 温水プール整備事業の基本方針  

１ 温水プール整備の基本方針 

温水プールは、以下の５つの方針に基づき整備します。 

 

（１）多世代が利用できる施設 

学校の授業、水泳教室、運動と健康づくりなど子どもから高齢者まで幅広い世

代で利用できる施設として整備します。 

（２）利用者目線に立った機能整備 

水泳に必要な機能のほか、幼児用プール、子どもが安心して利用できる浅いプ

ール、水中歩行用の設備、リラックス効果のある施設など健康づくりやフレイル

予防、レクリエーション目的としてのニーズに対応する施設として整備します。 

（３）水泳授業との連携 

水泳授業に適した施設を整備するとともに、専門的な指導者設置を検討します。 

（４）教員の負荷削減 

水質検査や清掃など日常的な施設管理業務による教員等の負担軽減を図りま

す。 

（５）維持管理費用縮減への取り組み 

持続可能な運営ができるよう、再生可能エネルギーの活用や管理運営の官民連携に

よるコスト削減に配慮します。 

 



11 
 

  2 必要諸室の設定  

温水プールの必要諸室等及び各諸室に求められる機能等を以下に整理します。 

 （１）プールエリア 

① プール 

●町民の皆様全員が使いやすい 25ｍプールを設置します。 

●25mプールは、小学校高学年以上が利用できる水深を 5レーン(幅 10m)。 

●低学年が安心して利用できる低水深の小プールを設けます。 

●25ｍのプールの深さは 1.1ｍ以上、小プールの深さは 0.7m程度とします。 

●未就学児が遊べる幼児プールを設けます。 

●町民利用を主として想定し、（公財）日本水泳連盟の公認は求めません。 

●障がいのある方や高齢者などが使いやすいよう階段又はスロープを設置します。 

●高齢者向け介護予防事業等のプログラムでの使用も想定します。 

●水中での歩行運動等の利用を目的とした歩行用プールとして兼用します。 

●歩行兼用レーンについてはノンスリップ加工を想定します。 

 

② プールサイド 

●学校利用など、大人数での利用にも対応できるよう、その他共用部とあわせ、

十分な面積を確保します。 

 

③ サウナ（兼採暖室） 

●直接体を動かすことが難しい方でも、血流の流れを良くする効果を得ら

れ、健康維持ならびにリラックス効果が望まれるため、2 種類(ドライ、

ミスト)のサウナを設置します。 

 

④ アイスバス(冷水) 

●サウナや運動後にアイスバスに入ることにより、血管が収縮・拡張を繰り返

すため、より血流の流れを良くすることが期待できます。 

 

⑤ トイレ 

●一般トイレと多目的トイレを整備します。 

  



12 
 

 

⑥ 洗体・シャワー室 

●動線などに配慮した利用しやすい設備とします。 

●学校の授業を想定し、一度に多人数が利用でき、衛生面や安全面を考慮した設

備とします。 

●性的少数者や障がいのある方など誰もが使いやすい設備とします。 

 

⑦ 更衣室 

●男女それぞれ十分な面積を確保します。 

●一度に多人数が利用できるなど、学校の授業を想定した設備とします。 

●性的少数者や障がいのある方など誰もが利用しやすい更衣室を整備します。 

 

⑧ 監視室 

●プールエリア全体が監視しやすい監視室を整備します。 

 

⑨ 救護室 

●迅速な救護が可能となるよう、監視室と隣接した位置に救護室を整備します。 

 

( 2 )  共用エリア 

① 受付・券売・管理・事務室など 

●来場者や運営スタッフの人数や導線に配慮した施設を整備します。 

 

② ホール 

●学校の水泳授業等での待機場所などに利用できるスペースを確保します。 

 

( 3 )  施設外部 

●施設外部のスペースについては、ウッドデッキテラスなどを整備します。 



13 
 

3 計画地の概要・敷地条件 

 

計画地における事業前提条件は以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

所在地 静岡県駿東郡小山町阿多野 小山町総合文化会館周辺 

容積率 200 

建ぺい率 60 

防火指定 なし 
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 4 配置計画  

施設平面図モデルプラン 
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（単位：百万円) 

Ⅲ.事業手法及び概算事業費  

（１）想定される事業手法 

本事業における事業手法については、民間事業者のノウハウを活用するため、公民

連携方式（PPP(Public Private Partnership))を検討します。具体的には、町が資金を

調達し設計(Design)・施工(Build)・維持管理(Operate) を民間に一体的に発注する

「ＤＢＯ方式」、民間資金を活用して設計(Design)・施工(Build)・維持管理(Operate)を

行う 「ＰＦＩ方式」の２つを候補とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （２）概算事業費  

    ア イニシャルコスト  

      ＤＢＯ方式の場合、公共施設の集約化に伴う「公共施設等適正管理推進事業債」

が活用できることから町負担額は総事業費の５割程度となり、ＰＦＩ方式よりも有

利となります。熱源は別添比較表のとおり電力(ヒートポンプ)とし、太陽光発電な

ど再生エネルギーを積極的に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※⑤のＰＦＩの一般財源額は、民間企業へのリース料等見込額(利息相当分除く) 

事業手法 内容 民間ノウハウ導入 リスク分担 

従来型 

(公設公営型) 

・資金調達：公共 

・設計・施工・維持管理：公共 

民間事業者のノウハウが導入

できない 

公共がリス

クを負担 

ＤＢＯ方式 

(公設民営型) 

・資金調達：公共 

・設計・施工・維持管理：民間 

一体的に発注することで民間

事業のノウハウが導入可能 

公民でリス

ク分担 

ＰＦＩ方式 

(民設民営型) 

・資金調達：民間 

・設計・施工・維持管理：民間 

一体的に発注することで民間

事業のノウハウが導入可能 

民間が主に

リスク負担 

区 分 項 目 
ＤＢＯ方式 

(公設民営型) 

ＰＦＩ方式 

(民設民営型) 
備 考 

歳 出 

① 町道・排水路整備 74 74  

② 用地造成費 267 267  

③ プール建設費 1,207 1,207  

④ 歳出計 1,548 1,548  

財 源 

⑤ 一般財源 144 1,445  

⑥ 学校施設環境改善交付金 103 103 補助率 1/3 

⑦ 公共施設等適正管理推進事業債 1,301 0 充当率 90％ 

⑧ 財源計 1,548 1,548  

⑨ 事業債に係る交付税措置 650 0 措置率 50％ 

⑩ 町の財政負担額 795 1,445 ⑤＋⑦－⑨ 
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イ ランニングコスト（再掲) 

  温水プールのランニングコストは年間 8 千 9 百万円程度が見込まれ、利用料を近

隣並みの 500 円とした場合、管理運営費から利用料収入を差し引いた町の財政負担

額は年間５千 9百万円程度となります。 

  管理運営は民間への指定管理とすることにより、民間のノウハウを活かした運営

や、水泳教室など自主事業の実施による町の財政負担額を縮減できます。 

  小学校の水泳授業の運営に当たっては、人件費や送迎で年間 9 百万円(外部指導員

が不要な場合には 7百万円)が必要となります。 

   

 〇プール管理運営費(年間稼働 300日と想定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇水泳授業運営費 

区 分 項 目 金額（千円) 備 考 

歳 出 

①監視員 1,000 追加分 

②外部指導員 2,000  

③送迎委託 6,000 中型バス 

④歳出計（年間） 9,000  

      ※1クラスにつき年間 6回の水泳授業を実施する場合として試算（年 216回) 

  

 

区 分 項 目 金額（千円) 備 考 

歳 出 

① 人件費 52,000  

② 水道光熱費 17,000  

③ 消毒費 800  

④ 消耗品 700  

⑤ 修繕費 1,500  

⑥ 清掃・メンテナンス費 11,500  

⑦ 植栽管理 2,500  

⑧ その他 2,500 通信費ほか 

⑨ 歳出計 88,500  

歳 入 ⑩ 利用料収入（年間） 30,000 
1日 200人利用で 

利用料 500円の場合 

⑪ 町の財政負担額（年間） 58,500  
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（３）事業者選定方式 

事業者を選ぶ方式には、総合評価一般競争入札方式と公募型プロポーザル方式があ

ります。両者の比較は、次表に示すとおりです。 

一般的に総合評価一般競争入札方式は事業者の提案内容・価格に基づいて設計・建

設が実施されるのに対し、公募型プロポーザル方式は事業者選定後の契約協議の自由度

が高いことが特徴として挙げられます。本事業においては、事業者の提案内容のみに縛

られず、契約段階において町や関係団体との協議を行うことで、導入機能やサービスを

柔軟に町民のニーズに合わせた形にすることが求められるため、公募型プロポーザル方

式を採用することとします。 

項 目 総合評価一般競争入札方式 公募型プロポーザル方式 

概 要  地方自治法に定める「一般競争入札」の一

つであり、予定価格の範囲内で申込をした

者のうち、価格だけでなくその他の条

件（設計・建設のサービス水準、技術力

等）を総合的に勘案して落札者を決定 

 公募により提案を募集し、あらかじめ示

された評価基準に従って優先順位を特定

した後、最優先順位の事業者との間で契

約する「随意契約方式」 

法律上の 

位置づけ 
一般競争入札 随意契約 

条件  以下の手続きが必要となる。（地方自治法

施行令第１６７条の１０の２） 

①事前に落札者決定基準を定めること。 

②総合評価方式を採用する時、落札者決

定基準を定めようとする時は、あらか

じめ学識経験者の意見を聞くこと。 

③入札を行おうとする場合に総合評価方

式を採用すること及び落札基準につ

いて公告すること。 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

各号に規定される随意契約の要件を 

満たす場合に採用することができる。 

 公募型プロポーザル方式を採用する場合

においても、総合評価一般競争入札方式

に準じた、透明性、客観性への配慮が必

要となる。 

債務負担

の設定時

期 

 総合評価一般競争入札を採用する場合

は、入札公告前に設定する必要がある。 

 公募型プロポーザル方式では優先交渉権

者との随意契約となることから、選定

までの評価プロセスは支出負担行為に該

当しないため、仮契約時点までに設定し

ておけばよい。 
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選定され

た事業者

の位置づ

け 

 選定された事業者は、「落札者」となる。 

 落札者と契約が不調となった場合は、原

則再入札となる。 

 選定された事業者は、「優先交渉権者」と

なる。 

 最優先順位の事業者との契約締結が 

困難となった場合は、次順位者との交渉

が可能。 

契約の形態  入札の一方式であるため、原則として、

入札時点で契約が確定することになる。そ

のため、原則として、契約交渉は行われ

ず、入札金額がそのまま契約金額とな

り、事前に公表した事業契約書案がその

まま契約内容となる。 

 公募型プロポーザル方式の手続きにおい

ては、契約の相手方となる候補者契約の

相手方を決める行為であるため、契約交

渉を行って、金額、契約内容を決めるこ

とになる。 

 そのため、当初の提案価格は、入札額では

なく、見積り額と考えられる。 

 ただし、契約内容や見積り額から契約の

金額を変更する場合には、透明性と客観

性を確保することが必要と 

なると考えられる。 
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以下のようなスケジュールで実施し、令和９年度早期の開業をめざします。 

 

 

 

  

Ⅳ.整備スケジュール 



20 
 

 



21 
 

 


